
寄附金控除受領証明書

※画面はイメージです。実際の画面と異なる場合がございます。※初年度に連携すれば翌年以降は連携設定は原則不要です。（控除証明書等を追加・変更する場合を除く）

裏面もご参照ください。

ステータスが　　　　　　のままの証明書
等もあります。

証明書等の取得が
すべて完了したこと
を確認　

�

給与所得の源泉徴収票情報の取得はお勤め先が
税務署にオンライン（e-Tax等）で提出されている
ものに限ります。
保険診療分以外の医療費は連携されません。

マイナポータル連携に対応している証明書等のみ
取得可能です。
すでに年末調整でお勤め先に申告している証明書
等は取得の必要はありません。

取得する証明書等によって、最大で数日
かかる場合があります。 時間に余裕を
持って取得するようにお願いします。

https://faq.myna.go.jp/faq/show/�����
マイナポータルに関するよくある質問

取得ボタンを押して、画面の案内に従って
証明書等を取得します。
詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。

未完了 と表示された証明書等を取得
�

取得したい証明書等
を選択

�

証明書等の取得を
はじめる

�

利用者登録が必要です。

https://myna.go.jp/
svc/tax-return/

確定申告の事前準備

マイナポータルの
「確定申告の事前準備」

をひらく

�

事前準備のおおまかな流れ

確定申告の前に、マイナンバーカードを
スマートフォンに追加すると、暗証番号の
入力とカードの読み取りを減らせます。
詳しくは裏面をご確認ください。� 券面事項入力補助用暗証番号（数字4桁）

� 利用者証明用暗証番号（数字4桁）

� 署名用パスワード（英数字6～16文字）

� 実物のマイナンバーカード
事前に

用意するもの

医療費やふるさと納税などの控除証明書等を一括取得・申告書へ自動入力できる機能です。
マイナポータル連携を使うと、医療費の領収書や控除証明書等の収集や集計など手間のかかる準備が不要です。

マイナポータル連携とは

令和7年分
確定申告用マイナポータル連携のはじめかた



https://services.digital.go.jp/
mynaportal/help/

主なサービスと機能｜マイナポータル

本人情報（医療費・薬の記録・公金受取口座など）の確認
パスポートの新規取得や更新引越しの手続

ぜひマイナポータルをご活用ください
確定申告以外にも！

https://www.digital.go.jp/policies/
mynumber/smartphone-certification

スマートフォンのマイナンバーカード
デジタル庁

連携先の外部サイトの対応状況により、実物のマイナンバーカード
が必要になる場合があります。

利用には対応機種が必要です。

確定申告前に「iPhoneのマイナンバーカード」または
「Androidスマホ用電子証明書」を追加すると、暗証番号
の入力と実物のマイナンバーカードの読み取りの代わり
に、顔認証や指紋認証を使って、よりスムーズに確定申告
ができます。詳しくはウェブサイトをご確認ください。

事前にマイナンバーカードをスマートフォンに追加すると便利です

https://www.jpki.go.jp/jpkiidreset/
howto/index.html

公的個人認証サービスポータルサイト

お近くの
コンビニでも

手続可能

券面事項入力補助用暗証番号の初期化は市区町村の窓口
でのみ対応しています。

事前にJPKI暗証番号リセットアプリを利用し、パスワード初期
化の予約が必要です。詳しくはウェブサイトをご確認ください。

� お近くのコンビニの複合機でリセットする

ご来庁の際には、混雑が予想される時間帯を避けていただき、
お時間に余裕をもってお越しください。

� 住民票のある市区町村の窓口でリセットする

暗証番号やパスワードがわからない場合、間違えてロックされた場合には、いずれかの方法で
リセット（初期化と再設定）できます。

マイナンバーカードの暗証番号やパスワードがわからないときは

自動入力が完了！

情報が反映されていることを
確認する。

連携された情報が正しいか
確認し、申告に必要な情報
を選択する。

マイナポータル連携を利用して
証明書等のデータを取得する
場合は、利用するを選択する。

ご確認いただきたいポイント

国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書を作成してください。また、作成した
確定申告書はe-Tax（国税電子申告・納税システム）で送信することができます。

事前準備が終わったら


